
市 町 村 名 真室川町

区　　分

33頁 33頁

5生活環境の整備
消防積載車・小型ポンプ整備事業 真室川町

5生活環境の整備
消防積載車・小型ポンプ整備事業 真室川町

（5）消防設備

(新設）

（5）消防設備
最上広域市町村圏事務組合
新消防庁舎整備事業

最上広域市
町村圏事務
組合

分担金

(新設）
最上広域市町村圏事務組合
消防車両等整備事業

最上広域市
町村圏事務
組合

分担金

36頁 36頁

障がい者支援施設整備助成事業 真室川町 障がい者支援施設整備助成事業 真室川町

(新設） 障がい者福祉施設運営費補助事業 真室川町

41頁 41頁

学力向上対策事業
　児童生徒の学習向上を図るための支援。指導
主幹配置、研修、学力検査等

真室川町
学力向上対策事業
　児童生徒の学習向上を図るための支援。指導主幹
配置、研修、学力検査等

真室川町

特別支援教育推進事業
　学習指導員、学習支援員の配置及び研修

真室川町
特別支援教育推進事業
　学習指導員、学習支援員の配置及び研修等

真室川町

ICT教育推進サポート事業

　教師の操作能力向上研修、サポート
真室川町 3.再掲

ICT教育推進サポート事業

　教師の操作能力向上研修、サポート
真室川町 3.再掲

公営塾運営事業
　学力向上を目的とした英検サポート、長期休
業中の数学補充学習講座

真室川町
公営塾運営事業
　学力向上を目的とした英検サポート、長期休業中
の数学補充学習講座

真室川町

小中学校副教材購入補助事業
　小中学校の副教材購入に係る保護者負担を軽
減

真室川町
小中学校副教材購入補助事業
　小中学校の副教材購入に係る保護者負担を軽減

真室川町

(新設） 小中学校給食費無償化事業 真室川町

７　子育て環境
の確保、高齢者
等の保健及び福
祉の向上及び増
進

事業名
（施設名）

事　業　内　容 事業主体 備　考
事業名

（施設名）
事　業　内　容 事業主体 備　考

6　子育て環境の確
保、高齢者等の保健
及び福祉の向上及び
増進
(5)障がい者福祉施
設
（障がい者支援施
設）

6　子育て環境の確
保、高齢者等の保健
及び福祉の向上及び
増進
(5)障がい者福祉施
設
（障がい者支援施
設）

事　業　内　容 事業主体 備　考

8　教育の振興
(4)過疎地域持続的
発展特別事業
（義務教育）

8　教育の振興
(3)集会施設・体育
施設等
（集会施設）

事業名
（施設名）

事　業　内　容 事業主体 備　考
事業名

（施設名）

６　生活環境の
整備 事業名

（施設名）
事　業　内　容 事業主体 備　考

事業名
（施設名）

事　業　内　容 事業主体 備　考

９　教育の振興

参考様式
令和６年３月

過疎地域持続的発展市町村計画　（変更）

変　　　　更　　　　前　　　　（貢、行） 変　　　　更　　　　後 備　　　　考



区　　分 変　　　　更　　　　前　　　　（貢、行） 変　　　　更　　　　後 備　　　　考

50頁 50頁

6子育て環境の確
保、高齢者等の保健
及び福祉の向上及び
増進
（8）過疎地域持続
的発展特別事業
(高齢者・障がい者
福祉）

(新設）

6子育て環境の確
保、高齢者等の保健
及び福祉の向上及び
増進
（8）過疎地域持続
的発展特別事業
(高齢者・障がい者
福祉）

障がい者福祉施設運営費補助事業 真室川町

【事業効
果が将来
に及ぶ理
由】
障がい者
個々に適
した生活
介助や就
労支援を
提供する
ことによ
り、安心
して暮ら
せる町を
実現し、
定住促進
につなが
る。

52頁 52頁
8教育の振興
(4) 過疎地域持続的
発展特別事業（義務
教育）

(新設）

8教育の振興
(4) 過疎地域持続的
発展特別事業（義務
教育）

小中学校給食費無償化事業 真室川町

【事業効
果が将来
に及ぶ理
由】
保護者の
負担軽減
及び安全
で充実し
た食の確
保を行う
ことによ
り、定住
及び人材
育成につ
ながる。

（注）　区分欄には、市町村計画の項目に合わせてその項目を記入すること。

事　業　内　容 事業主体 備　考
事業名

（施設名）
事　業　内　容 事業主体 備　考

事業名
（施設名）

事業計画（令和3
年度～7年度）
過疎地域持続的
発展特別事業分


